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域
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持
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発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
衆
第
五
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
人
口
の
著
し
い
減
少
等
に
伴
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下
し
、
生
産
機
能
及
び
生
活
環
境
の
整
備

等
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
地
域
の
持
続
的
発
展
を
支
援
し
、
も
っ
て
人
材
の
確
保
及
び
育
成
、
雇
用
機
会
の
拡

充
、
住
民
福
祉
の
向
上
、
地
域
格
差
の
是
正
並
び
に
美
し
く
風
格
あ
る
国
土
の
形
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
つ

い
て
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
過
疎
地
域
の
要
件

１

人
口
要
件
に
係
る
基
準
年
の
見
直
し
を
行
い
、
人
口
及
び
財
政
力
に
関
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村
の
区
域
を

過
疎
地
域
と
し
、
主
務
大
臣
は
、
当
該
市
町
村
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

令
和
二
年
の
国
勢
調
査
及
び
令
和
七
年
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
の
国
勢
調
査
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
口
の
年
齢
別
構

成
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て
、
過
疎
地
域
と
し
て
追
加

す
る
。



二

二
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
に
合
併
し
た
合
併
市
町
村
で
あ
っ
て
、
財
政
力
に
関
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す

も
の
に
つ
い
て
は
、
合
併
前
の
旧
市
町
村
の
区
域
の
う
ち
、
人
口
に
関
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
区
域
を
一
部
過
疎
地
域

と
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

三
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
が
主
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針
に
基
づ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
を
支
援
す
る
た
め
、
国
庫
補
助
負
担
率
の
か
さ
上
げ
、
過
疎
対
策
事
業
債
の
発
行
、
基
幹
的
な

市
町
村
道
等
の
都
道
府
県
に
よ
る
代
行
整
備
事
業
等
の
特
別
措
置
を
引
き
続
き
講
じ
る
ほ
か
、
市
町
村
か
ら
の
提
案
が
あ
っ

た
と
き
の
規
制
の
見
直
し
の
配
慮
な
ど
、
配
慮
措
置
を
充
実
す
る
。

五
、
基
準
年
の
見
直
し
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
現
行
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
過
疎
地
域
の
市

町
村
で
あ
っ
て
、
人
口
及
び
財
政
力
に
関
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村
の
区
域
は
、
引
き
続
き
過
疎
地
域
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
そ
の
効
力
を
失
う
。

七
、
現
行
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
過
疎
地
域
の
市
町
村
の
う
ち
、
本
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
に
対

し
て
は
、
激
変
を
緩
和
す
る
た
め
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。


